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：
院i

地
方
裁
剣
所

東
横
千
水

’
1
》

ヌ 京
濱
葉
戸

宇都宮
浦
前
静
甲
長
新京

大

阪

京
大
奈
紳
大

計

和
橋
岡
府
野
潟

名

古

都
阪
艮
戸
津

和歌山
島
知
松

　
　
　
計

徳
高
高

名古屋
安濃津

岐
福
金

屋｝富

計

阜
井
澤
山

廣

島

長

崎

島
ロ
江
山
山
取

廣
山
松
松
岡
鳥

計

長
佐
縮
大
熊

崎
賀
岡
分
本

鹿見島
宮　　崎

ル
罪

皇
室
二
封
ス

静，レ　信ル

識罪　用罪
チ　　　　チ

害　　害
ス　　　　　ス

ル
罪

健
康
チ
害
ス

ル
罪

風
俗
チ
泊
巨
古
ス

死“7登

屍及掘
チ墳ス
棄墓，ン

皇莞テ罪

犯
罪

軍
人
軍
贋
ノ

ル
罪

財
産
二
封
ス

ル
罪

身
麗
二
封
ス

罪官
吏
漬
職
ノ

ス
ル
罪

ノ
業
チ
妨
害

商
業
及
農
工

コ17

36

17

21

13

一　　　　5

　　　31
　　　】0

　　　36
　　　18

　　304

一

一

一

98

33

26

37

31

21

48

24

12

98、

38

466

2
8
8
1
2
4
3
1
4
3
4
0

1
　
　
　
1
　
　
　
1
1
　
　
1
　
　
0
σ

1，024

567

436

157

413

195

404

79

143

515

119

4，052

］

1

2

9

331

1
5
：59’

10；

　8

6
i

43，

　7
　J1901

73｝

1031

ユ21

・・41

4
3
i20Pi
l
1

42／

　「一一trr－－「’

11iSO7i

l隅
i3i　1，2861

4
9
2
5
2
6

　
　
　
　
　
5

13，4911

251

179

146

191

ユ74

］

O
品

2

8

9
∪
　
介
O

ユ

139

ユ04

71

53

30

20

44

22

55

98

61

；
：
竃i
i
！

769714，940i
　　　85ほ32・｝

　　204・　2，998i

一i　当

一i　－i
－［　　3

「
一
、

1

4

　2l

239［

69

60

38

59

35

828

2認
1
；
；
1

劃
367

9，068

ρ
0
1

1

1
1
り
緬
O
砧

　
　
　
ユ

9
］
9
臼

1
0
∂
8lll

ll碍
；iLiii

　l　　　　　l

413791
81　263

41@157
　　　ユ14，

4i　75
2・｝83
　　

421ユ・071i

1 ＿1　　｛
　　　－1
　　　－1
　　　」

1

53

20

18

40

14

16

161

1，585

　　E
　690i

　515

　380

　　1　397i

　357

3，924i

1
9
μ
47

」　
⇒

50L

17

10

15

46
19：

157｝

1
5
0
ウ
0
2

7
一
り
（
0
4
ρ
0
371

・2sl

8
4
2
7
0
9
0

］
　
　
　

1
1

1；；1

・l／

4
1
1
1

541　1，478

」

］
l
M

I
i
「
3
｛

一

3

9
り

2

3
　

『

7
i

126

95

39

109

93

24

486

1，511

　793

　384

　810

1，087

　339

4，924

2
9
ハ
δ
戸
0
3
9
戸
0

3
1
今
已
　

3
2
1

9
一
〇
’
D
9
鋼
ピ
0
0
ピ
び

9
り
9
縄
O
O
4
n
O
O
V
3

15

O
∂
1
0
0
令
U
ー
ハ
0

　
1
⊥
　
－
ふ
9
一

・・gl

i
i
！

1

一

一
一

i
l－1

1
1コ

3
1
－1

F
O
－

1
1
⊥

8

1

140　　986

821　512
3麸11・㌶

、2517331

　　　　　　

眺：l
　i　　　　l

1
42

合

計

7，202

2，276

1，420

1，199

ユ，318

　827
1，459

　996
　551
2，414

　908
20，570

2，007

4，016

　481
3，956

　853
　705
　602
　861
　597
14，078

2，085

1，001

　7ユ8

　583

　527

　513

5，427

2，　056

1，263

　527

1，380

1，725

497

7，448

上科1人被
ノセ　　ロ告
内サ　irF人
刑’レ　　ニ

チ者　　付

　259
　107’

　111

　75
　87

　32
　27
　36
　44
187

　92
］，057

鵬
211

1
11自
，lll

7
6
9
1
3
7
2
6
2
9
2
6
…
1
0
7
7
－
2
－
2
6
5
6
3

芸
㍑
M
盟
認
㌶
U
O
C
芸
㍑
招
2

5・堰E・21

11il：li

鴛il：c

23i・．67

168i　　　O．92

　1
88

64

28

67

95

44

3861

1．38

1．25

0．73

1．35

1．47

1．15

1．27

1，386

　782

2，012

597

1，164，

］，079

　635

108

44

148

29

83

84

78

1．34

1．19

1．26

0．7ヱ

0．97

0．89

1．23


